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平成２３年９月第４回八街市議会定例会会議録（第１号） 

………………………………………………… 

１．開議 平成２３年９月２９日 午前１１時１５分 

１．出席議員は次のとおり 

    １番 長谷川 健 介 

    ２番 鈴 木 広 美 

    ３番 服 部 雅 恵 

    ４番 小 菅 耕 二 

    ５番 小 山 栄 治 

    ６番 木 村 利 晴 

    ７番 石 井 孝 昭 

    ８番 桜 田 秀 雄 

    ９番 林   修 三 

    10番 山 口 孝 弘 

    11番 小 髙 良 則 

    12番 川 上 雄 次 

    13番 中 田 眞 司 

    14番 古 場 正 春 

    15番 林   政 男 

    16番 新 宅 雅 子 

    17番 加 藤   弘 

    18番 京 増 藤 江 

    19番 右 山 正 美 

    20番 丸 山 わき子 

    21番 湯 淺 祐 德 

    22番 鯨 井 眞佐子 

………………………………………………… 

１．欠席議員は次のとおり 

    な  し 

………………………………………………… 

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり 

市 長   北 村 新 司 

副 市 長   髙 橋 一 夫 

教 育 長   川 島 澄 男 

総 務 部 長   浅 羽 芳 明 

市 民 部 長   加 藤 多久美 
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市民部参事（事）国保年金課長   石 毛   勝 

経 済 環 境 部 長   中 村 治 幸 

建 設 部 長   糸 久 博 之 

会 計 管 理 者   江 澤 弘 次 

教育委員会教育次長   長谷川 淳 一 

農業委員会事務局長   藤 﨑 康 雄 

選挙管理委員会事務局長   小 出 聰 一 

監 査 委 員 事 務 局 長   麻 生 和 敏 

財 政 課 長   吉 田 一 郎 

介 護 保 険 課 長   宮 崎   充 

下 水 道 課 長   藏 村 隆 雄 

水 道 課 長   醍 醐 文 一 

学校給食センター所長   石 川 孝 夫 

総務部参事（事）総務課長    小 出 聰 一 

厚 生 課 長   石 川 良 道 

農 政 課 長   加 瀬 芳 之 

建設部参事（事）道路河川課長   勝 股 利 夫 

庶 務 課 長   勝 又 寿 雄 

………………………………………………… 

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり 

  事 務 局 長   森 田 隆 之 

  副 主 幹   廣 森 孝 江 

  主 査   小 川 正 一 

  主 査 補   吉 田 美 恵 子 

  主 査 補   須 賀 澤  勲 

………………………………………………… 

１．会議事件は次のとおり 

 ○議事日程（第１号） 

                      平成２３年９月２９日（木）午前１０時開議 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議会運営委員会委員の選任 

    日程第４ 佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員の選挙 

    日程第５ 千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

    日程第６ 印旛衛生施設管理組合議会議員の選挙 

    日程第７ 議案の上程 
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         諮問第１号、議案第１号から議案第１５号 

         提案理由の説明 

         諮問第１号、議案第１号 

         質疑、委員会付託省略、討論省略、採決 

    日程第８ 休会の件 
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○議長（鯨井眞佐子君） 

 本日、平成２３年９月第４回八街市議会定例会は、ここに開会される運びとなりました。 

 この定例会は、市長から諮問１件、議案１５件、請願１件が提出されることになっていま

す。 

 慎重に審議を尽くされ、市民の負託に応えられますよう期待いたしますとともに、議会運

営につきましても、ご協力をお願いいたしまして、開会のごあいさつといたします。 

 ただいまから、平成２３年９月第４回八街市議会定例会を開会します。 

 ただいまの出席議員は２２名です。したがって、この定例会は成立しました。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、配付のとおりです。 

 日程に入る前に報告します。 

 最初に、地方自治法第１２１条の規定に基づく出席者は、お手元に配付のとおりです。 

 次に、９月２１日までに受理した要請１件、陳情５件につきましては、その写しを配付し

ておきました。 

 次に、監査委員から５月、６月、７月及び８月予算執行分に係る例月出納検査報告書が提

出されましたので、その写しを配付しておきました。 

 次に、市長の専決処分事項に指定されている損害賠償額の決定についての報告３件及び条

例を改正するにあたり、独自の判断をする余地がない場合の改正の報告１件が議長あてに提

出されましたので、その写しを配付しておきました。 

 次に、会派、改革クラブより、会派規定第８条により会派解散届が平成２３年９月２７日

付で提出されました。このことにより、一般質問通告書６ページの改革クラブ古場正春議員

の代表質問は取り消しとなりました。 

 また、１９ページの桜田秀雄議員の会派名、改革クラブを削除します。 

 次に、古場正春議員より委員会条例第１１条に基づき、議会運営委員の辞任願が提出され、

これを許可しました。 

 以上で報告を終わります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員の指名は、会議規則第８１条の規定により、服部雅恵議員、小菅耕二議員

を指名します。 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 この件については、議会運営委員長より発言を求められておりますので、これを許します。 

○中田眞司君 

 平成２３年９月定例会の会期等を協議するため、去る９月２２日に議会運営委員会を開催

し、協議いたしましたので、その結果についてご報告いたします。 

 ９月定例会に上程される案件は、諮問１件、議案１５件であります。 

 次に、一般質問の通告が、代表４人、個人質問１２人からありました。 
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 以上の案件を審議するため、９月定例会は、お手元に配付してあります会期表のとおり、

会期を本日から１０月１９日までの２１日間と協議決定いたしましたので、この会期等にご

賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう議員各位のご協力をお願い申し上げまして、議

会運営委員長の報告といたします。 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ただいまの委員長報告のとおり、この定例会の会期は、本日から１０月１９日までの２１

日間とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 会期は２１日間に決定しました。 

 日程第３、議会運営委員会委員の選任を議題とします。 

 議会運営委員が１名欠員となっています。 

 お諮りします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第５条第１項の規定に

より、議長から指名します。 

 議会運営委員会委員に、石井孝昭議員を指名したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 ただいま指名したとおり、選任することに決定しました。 

 日程第４、佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員の選挙についてを議題とします。 

 以下、組合議員の選挙と略称します。 

 これより、組合議員の選挙を行います。 

 規約により、当市の議会議員の中から選挙する組合議員は３名です。 

 お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にし

たいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議ありませんので、そのように決定しました。 

 お諮りします。指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議ありませんので、そのように決定しました。 
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 組合議員に、加藤弘議員、湯淺祐德議員、私、鯨井眞佐子を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した、加藤弘議員、湯淺祐德議員、鯨井眞佐子を組合

議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました３名が組合議員に当選されました。 

 ただいま組合議員に当選されました、加藤弘議員、湯淺祐德議員、鯨井眞佐子が議場にお

りますので、会議規則第３２条第２項の規定により、組合議員の選挙の当選人と告知します。 

 日程第５、千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてを議題とします。 

 以下、広域連合議員の選挙と略称します。 

 これより、広域連合議員の選挙を行います。 

 規約により、当市の議会議員の中から選挙する広域連合議員は１名です。 

 お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にし

たいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議ありませんので、そのように決定しました。 

 お諮りします。指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議ありませんので、そのように決定しました。 

 広域連合議員に、私、鯨井眞佐子を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した、鯨井眞佐子を広域連合議員の当選人と定めるこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました、鯨井眞佐子が広域連合議員に当選しました。 

 ただいま広域連合議員に当選しました、鯨井眞佐子が議場にいますので、会議規則第３２

条第２項の規定により、広域連合議員の選挙の当選人と告知します。 

 日程第６、印旛衛生施設管理組合議会議員の選挙についてを議題とします。 

 以下、組合議員の選挙と略称します。 

 これより、組合議員の選挙を行います。 
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 規約により、当市の議会議員の中から選挙する組合議員は２名です。 

 お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にし

たいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議ありませんので、そのように決定しました。 

 お諮りします。指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議ありませんので、そのように決定しました。 

 組合議員に、川上雄次議員、小髙良則議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した、川上雄次議員、小髙良則議員を組合議員の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました２名が、組合議員に当選されました。 

 ただいま当選議員に当選されました、川上雄次議員、小髙良則議員が議場におられますの

で、会議規則第３２条第２項の規定により、組合議員の選挙の当選人と告知します。 

 日程第７、議案の上程を行います。 

 諮問第１号、議案第１号から議案第１５号を一括議題とし、採決は分割して行いたいと思

います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 諮問第１号、議案第１号から議案第１５号の提案理由の説明を求めます。 

○市長（北村新司君） 

 本日、ここに平成２３年９月第４回八街市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の

皆様には、公私ともご多用のところご参集いただき、誠にありがたく御礼申し上げます。 

 提案理由に先立ちまして、ご報告申し上げます。先の東京電力福島第一原子力発電所の事

故に伴い、今夏における電力供給の逼迫状況から、議員の皆様をはじめ、市民の皆様に節電

のご協力をいただき誠にありがとうございました。 

 また、市役所ほか公共施設においても、電力需要がピークを迎える夏前後にかけて節電を
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実施し、職員の努力によりまして消費電力を最小限に抑えることができました。市役所にお

ける節電の効果でございますが、当初設定した目標では前年比マイナス２５パーセントを目

標としたところ、結果的に４月から９月に係る電力使用量で前年比マイナス２９．８パーセ

ントの節電を実施することができました。皆様には、公共施設の節電によりご不便をおかけ

することとなりましたが、計画停電が実施されることもなく、無事、電力の供給不足による

計画停電を回避することができましたことに対し、改めて各位のご協力に感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

 電力不足による計画停電の実施は、当面回避されましたが、東京電力の原子力発電所等の

先行きが不透明であることも踏まえ、今後についても、引き続き節電のご協力をお願いいた

しましてご報告とさせていただきます。 

 それでは提案理由の説明に入らせていただきます。 

 本定例会に提案いたしました案件は、人事に関する諮問１件、議案として人事案件１件、

条例の一部改正１件、平成２３年度一般会計等の補正予算４件並びに平成２２年度各会計の

決算の認定８件、契約案件１件、合計１５議案でございます。 

 それでは、提案いたしました各議案等についてご説明いたします。 

 諮問第１号は、人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。人権擁護委員でありま

す「泉泰規」氏の任期が平成２４年３月３１日をもって満了することに伴い、その後任候補

者として「八街市榎戸７００番地７ 鈴木恵子」氏を推薦することについて、議会の意見を

求めるものでございます。 

 議案第１号は、監査委員の選任についてでございます。議員選出の監査委員でありました

「京増良男」氏の任期が平成２３年９月１５日に満了したことに伴い、新たに「新宅雅子」

議員を監査委員に選任することについて、議会の同意を求めるものでございます。 

 議案第２号は、八街市税条例等の一部改正でございます。これは、個人住民税における税

額控除の適用対象となる寄附金の額を現行の５千円超から２千円超に引き下げることや、市

民税の納税管理人に係る不申告等に関する過料の額の上限を、現行の３万円から１０万円に

引き上げる等の改正を行うとともに、その他、地方税法等の関連法令の改正に伴い、所要の

改正を行うものでございます。 

 議案第３号は、平成２３年度八街市一般会計補正予算についてでございます。この補正予

算は、既定の予算に１億２千７０６万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１８８億９千９８６万３千円とするものでございます。 

 歳入につきましては、地方交付税５９６万９千円、国庫支出金５００万円、県支出金２千

１１１万６千円、臨時財政対策債、河川債を主なものとする市債１億２千７６０万円を増額

し、地方特例交付金３千９０２万円を減額するのが主なものでございます。 

 歳出につきましては、防犯灯をＬＥＤ灯に変更するための設置事業費４７２万５千円、親

子三代支え合い事業等実施のための社会福祉協議会活動促進費５４６万円、市内一円の舗装

修繕工事ほか市内道路整備事業費２千万円、砂地区、他の流末排水施設整備事業費５千７５
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０万円、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴う市町村

総合事務組合費１千３５６万６千円、児童・生徒等の個別支援の充実等を図るため、その支

援員を「八街っ子サポーター」として配置する学校司書・ＩＣＴ支援事業費８５３万３千円

を増額するのが主なものでございます。 

 議案第４号は、平成２３年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算に１千１０８万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ８０億８千７３７万１千円とするものでございます。歳入につきましては、前年

度繰越金の確定により繰越金１千１０８万６千円を増額し、歳出につきましては、保険給付

費のうち退職被保険者等療養費負担金１５０万円、退職被保険者等高額療養費負担金８９９

万４千円を増額するのが主なものでございます。 

 議案第５号は、平成２３年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算についてでございま

す。この補正予算は、既定の予算に２９５万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ３億４千６６万円とするものでございます。歳入につきましては、前年度繰越金

の確定により繰越金２９５万３千円を増額し、歳出につきましては、同額を平成２２年度精

算に伴う一般会計繰出金として増額するものでございます。 

 議案第６号は、平成２３年度八街市介護保険特別会計補正予算についてでございます。こ

の補正予算は、既定の予算に４千３６４万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ３１億９千５７２万８千円とするものでございます。歳入につきましては、県支出

金の介護基盤緊急整備等臨時特例交付金３８７万９千円、前年度繰越金の確定による繰越金

３千３３９万５千円を増額するのが主なものでございます。歳出につきましては、平成２２

年度の剰余金の精算に伴う介護給付費準備基金積立金１千５８０万７千円、介護給付費の国

負担金等の確定に伴う介護給付費負担金等返還事務１千５３２万円、介護予防事業等及び事

務費の確定による前年度分精算に伴う一般会計繰出金８０９万３千円を増額するのが主なも

のでございます。 

 議案第７号は、平成２２年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

本決算は、歳入決算額１９３億４千５９２万８千２５５円、歳出決算額１８６億３千７４万

４千３５８円で、歳入歳出差引額７億１千５１８万３千８９７円となり、この差引額から平

成２３年度へ繰り越した事業の財源、１億６千１２４万３千円を差し引いた実質収支は、５

億５千３９４万８９７円となりました。このうち、４億４千万円を一般会計財政調整基金に

積み立て、１億１千３９４万８９７円を平成２３年度へ繰り越しするものでございます。 

 議案第８号は、平成２２年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。本決算は、歳入決算額８２億５千５２０万８千８８１円、歳出決算額８２億３

千９３８万８９６円で、歳入歳出差引額１千５８２万７千９８５円となりました。このうち、

４７４万円を国民健康保険特別会計財政調整基金に積み立て、１千１０８万７千９８５円を

平成２３年度へ繰り越しするものでございます。 

 議案第９号は、平成２２年度八街市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についてでござ
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います。本決算は、歳入歳出ともに決算額１千７３１万３千９９０円でございます。老人保

健制度は、医療制度改革により平成２０年３月に廃止され、後期高齢者医療制度に移行しま

したが、経過措置として、老人保健制度廃止後３年間は老人保健特別会計において精算事務

を行うこととされていました。このことから、平成２２年度終了をもって老人保健特別会計

は廃止となり、平成２３年度以降は一般会計において事務処理を行うこととなるものでござ

います。 

 議案第１０号は、平成２２年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございます。本決算は、歳入決算額３億３千５７５万７千８８１円、歳出決算額３億３

千８０万５千１４８円で、歳入歳出差引額４９５万２千７３３円全額を平成２３年度へ繰り

越しするものでございます。 

 議案第１１号は、平成２２年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでご

ざいます。本決算は、歳入決算額３１億１千８３８万５千６２５円、歳出決算額３０億８千

３９９万９９４円で、歳入歳出差引額３千４３９万４千６３１円全額を平成２３年度へ繰り

越しするものでございます。 

 議案第１２号は、平成２２年度八街市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてでございます。本決算は、歳入決算額７億１千１１８万５千３３０円、歳出決算額

７億１千７４万４３３円で、歳入歳出差引額４４万４千８９７円全額を平成２３年度へ繰り

越しするものでございます。 

 議案第１３号は、平成２２年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。本決算は、歳入決算額９億９千２６５万９千５１９円、歳出決算額９億５千７

４１万５千７６７円で、歳入歳出差引額３千５２４万３千７５２円となりました。この差引

額から平成２３年度へ繰り越した事業の財源、１千５８３万５千円を差し引いた実質収支は

１千９４０万８千７５２円となり、この全額を平成２３年度へ繰り越しするものでございま

す。 

 議案第１４号は、平成２２年度八街市水道事業会計決算の認定についてでございます。本

決算は、収益的収支では、水道事業収益１１億２千８２３万３千１１３円に対し、水道事業

費用１０億８千８６３万６千１９３円で、収支差引額は３千９５９万６千９２０円となり、

これを前年度からの累積欠損金の処理に充てるものでございます。資本的収支では、収入総

額１億９千６１７万３千６８円に対し、支出総額３億８千３０万８千６８１円で、収入額が

支出額に対して不足する額１億８千４１３万５千６１３円は、過年度分損益勘定留保資金等

で補てんするものでございます。 

 議案第１５号は、消防自動車の購入についてでございます。これは、第１１分団消防自動

車の老朽化に伴い、買い替えのための仮契約が相手方と整いましたので、地方自治法第９６

条第１項第８号の規定により議会の議決を求めるものでございます。契約の相手方は、東京

都八王子市中野上町二丁目３１番１号、日本機械工業株式会社本社営業部部長、平井厚行、

購入価格は２千５９３万５千円、契約方法は一般競争入札でございます。 
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 以上で、提案いたしました各議案を説明いたしましたが、各会計の決算の詳細につきまし

ては、各担当部長等より説明させますので、よろしくご審議くださいますよう、お願いを申

し上げます。 

 最後に、議案ではございませんが、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条

第１項及び第２２条第１項の規定により、財政の健全性を判断する５つの指標について監査

委員の審査に付し、その意見を付けて健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告し、か

つ、公表することとなっておりますので、ここで報告させていただきます。 

 各比率につきましては、配付してあります平成２２年度決算に基づく健全化判断比率報告

書及び平成２２年度決算に基づく資金不足比率報告書のとおりでございます。 

 また、それぞれについて、監査委員の審査意見書を添付してございます。 

 それでは、各比率についてご説明させていただきます。 

 平成２２年度決算に基づく健全化判断比率報告書１ページ中「実質赤字比率」及び「連結

実質赤字比率」につきましては、全会計の実質収支の合計額が黒字であるため、バー表示と

なっておりますが、これを実数値で示しますと負の値で表示されることとなり、実質赤字比

率につきましては、マイナス４．２７パーセント、連結実質赤字比率につきましては、マイ

ナス１１．７２パーセントとなります。 

 続いて「実質公債費比率」につきましては、１１．６パーセント、「将来負担比率」につ

いては、６８．３パーセントとなっており、すべての比率において、早期健全化基準の数値

を下回っております。 

 次に、平成２２年度決算に基づく資金不足比率報告書１ページ中「資金不足比率」につき

ましても、実質赤字比率及び連結実質赤字比率と同様に、バー表示となっており、資金に剰

余額が生じております。 

 なお、実数値で示しますと負の値で表示されることとなり、水道事業会計の実質的な資金

不足比率は、マイナス１０４．５パーセント、下水道事業特別会計の資金不足比率は、マイ

ナス７．４パーセントとなっており、経営健全化基準の数値を下回っております。 

 以上をもちまして報告にかえさせていただきます。 

○総務部長（浅羽芳明君） 

 それでは、平成２２年度八街市一般会計歳入歳出決算につきましてご説明をいたします。 

 平成２２年度千葉県八街市歳入歳出決算書の７ページをごらん願います。 

 初めに歳入でございますが、予算現額１９４億５千７７８万９千円に対しまして、決算額

は１９３億４千５９２万８千２５５円となりました。決算額を前年度と比較いたしますと、

３千２８３万１千２００円、０．２パーセントの増となっております。 

 次に、歳出でございますが、予算現額１９４億５千７７８万９千円に対しまして、決算額

は、１８６億３千７４万４千３５８円となりました。決算額を前年度と比較いたしますと、

９千４７８万５千４８２円、０．５パーセントの増となっております。 

 歳入歳出差引の結果、残額は７億１千５１８万３千８９７円となり、このうち４億４千万
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円を地方自治法第２３３条の２の規定に基づき、一般会計財政調整基金に編入することによ

り、翌年度への繰越額は、２億７千５１８万３千８９７円となります。 

 なお、この額には繰越明許費及び事故繰越２０件に係る繰越財源１億６千１２４万３千円

が含まれております。 

 それでは、歳入歳出決算の概要につきましてご説明をいたします。 

 なお、詳細につきましては、後ほど１６ページ以降の「平成２２年度八街市一般会計歳入

歳出決算事項別明細書」をご参照いただきたいと存じます。 

 それでは、８ページ・９ページをごらん願います。 

 初めに、歳入全体の３６．３パーセントを占めております１款市税でございますが、予算

現額６９億９千６４６万２千円に対しまして、調定額９２億３千２１５万７千４９８円、収

入済額７０億３千１９９万７千２２２円、不納欠損額１億５千４２９万７千６８１円、収入

未済額２０億４千５８６万２千５９５円となりました。 

 収入済額を前年度と比較いたしますと、２億５千６９７万１千９６７円、３．５パーセン

トの減となっております。 

 また、徴収率につきましては、現年課税分が前年度より０．１ポイント減の９４．１パー

セント、滞納繰越分が前年度より０．３ポイント減の１２．８パーセント、市税合計では、

前年度より０．７ポイント減の７６．２パーセントとなっております。 

 項ごとにご説明をいたします。 

 １項の市民税につきましては、収入済額３４億６千９５万７千３１９円で、前年度と比較

いたしますと、２億９千４０５万９千５０４円、７．８パーセントの減となっております。 

 ２項の固定資産税につきましては、収入済額２７億７千８４４万６千１４１円で、前年度

と比較いたしますと、１千４６万２千５８２円、０．４パーセントの増となっております。 

 ３項の軽自動車税につきましては、収入済額１億３千８３６万９千１５円で、前年度と比

較いたしますと、４８７万９千３１５円、３．７パーセントの増となっております。 

 ４項の市たばこ税につきましては、収入済額５億３千３６０万５千４０４円で、前年度と

比較いたしますと、２千２０４万５千３７９円、４．３パーセントの増となっております。 

 ６項の都市計画税につきましては、収入済額１億２千６１万９千３４３円で、前年度と比

較いたしますと、２９万９千７３９円、０．２パーセントの減となっております。 

 続きまして、２款地方譲与税でございますが、予算現額２億１千６００万円に対しまして、

調定額、収入済額ともに、２億２千３１０万３千１５９円で、収入済額を前年度と比較いた

しますと、６２６万８千２８３円、２．７パーセントの減となっております。 

 項ごとにご説明をいたします。 

 １項の地方揮発油譲与税につきましては、収入済額６千５６６万２千円で、前年度と比較

いたしますと、２千８６３万７千円、７７．３パーセントの増となっております。 

 ２項の自動車重量譲与税につきましては、収入済額１億５千７４４万１千円で、前年度と

比較いたしますと、９４８万３千円、５．７パーセントの減となっております。 
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 ３項の地方道路譲与税につきましては、収入済額１５９円で、前年度と比較いたしますと、

２千５４２万２千２８３円の減となっております。 

 続きまして、３款利子割交付金でございますが、予算現額２千７００万円に対しまして、

調定額、収入済額ともに２千３８５万１千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、１

８９万８千円、７．４パーセントの減となっております。 

 続きまして、４款配当割交付金でございますが、予算現額１千２００万円に対しまして、

調定額、収入済額ともに９３０万２千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、２４０

万７千円、２０．６パーセントの減となっております。 

 続きまして、５款株式等譲渡所得割交付金でございますが、予算現額５３０万円に対しま

して、調定額、収入済額ともに５１２万円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、９１

万７千円、１５．２パーセントの減となっております。 

 次に、６款地方消費税交付金でございますが、予算現額５億２千９００万円に対しまして、

調定額、収入済額ともに、６億２千３２３万１千円で、収入済額を前年度と比較いたします

と、１０７万４千円、０．２パーセントの減となっております。 

 続きまして、７款ゴルフ場利用税交付金でございますが、予算現額７６０万円に対しまし

て、調定額、収入済額ともに、１千４６９万６千８０円で、収入済額を前年度と比較いたし

ますと、２７６万７千５９０円、２３．２パーセントの増となっております。 

 次に、８款自動車取得税交付金でございますが、予算現額５千８００万円に対しまして、

調定額、収入済額ともに７千３９０万２千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、１

千５６３万７千円、１７．５パーセントの減となっております。 

 次に、９款地方特例交付金でございます。予算現額、調定額、収入済額ともに１億２千８

１９万円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、７５６万４千円、６．３パーセントの

増となっております。 

 続きまして、歳入全体の１９．２パーセントを占めております１０款地方交付税でござい

ますが、予算現額３６億６千８８９万２千円に対しまして、調定額、収入済額ともに、３７

億２千６９万４千円でございました。収入済額を前年度と比較いたしますと、５億２千５０

２万６千円、１６．４パーセントの増となっております。これにつきましては、基準財政需

要額の増、基準財政収入額の減によるものが、主な理由となっております。 

 続きまして、１１款交通安全対策特別交付金でございますが予算現額１千万円に対しまし

て、調定額、収入済額ともに９６９万２千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、１

９万７千円、２．０パーセントの減となっております。 

 次に、１２款分担金及び負担金でございますが、予算現額１億９千６６０万５千円に対し

まして、調定額２億１千３４１万５千８７４円、収入済額２億５１万２千２７４円、不納欠

損額４６万１千８６０円、収入未済額１千２４４万１千７４０円となりました。収入済額を

前年度と比較いたしますと、２５９万６千７７６円、１．３パーセントの減となっておりま

す。 
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 次に、１３款使用料及び手数料でございますが、予算現額２億８千４１３万円に対しまし

て、調定額３億１千４３３万７千２８８円、収入済額２億８千４９５万６千７２３円、不納

欠損額４５３万４千４８０円、収入未済額２千４８４万６千８５円となりました。収入済額

を前年度と比較いたしますと、１千３９８万６千２９２円、４．７パーセントの減となって

おります。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項の使用料につきましては、収入済額１億３千７６５万２千６３８円で、前年度と比較

いたしますと、１千６０８万８千５９３円、１０．５パーセントの減となっております。 

 ２項の手数料につきましては、収入済額１億４千７３０万４千８５円で、前年度と比較い

たしますと、２１０万２千３０１円、１．４パーセントの増となっております。 

 続きまして、１４款国庫支出金でございますが、予算現額３０億３千８９３万９千円に対

しまして、調定額３０億３千５４５万９千７５１円、収入済額３０億５５５万９千７５１円、

収入未済額２千９９０万円となりました。収入済額を前年度と比較いたしますと、６億２千

１４８万６千８２８円、２６．１パーセントの増となっております。これにつきましては、

子ども手当負担金の創設、それから生活保護費負担金、安全・安心な学校づくり交付金の繰

越分が増となった一方で、地域活性化臨時交付金が減となっておりまして、主にその差し引

きの結果によるものでございます。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項国庫負担金につきましては、収入済額２４億４千１６８万９千１１７円で、前年度と

比較いたしますと、１０億４１４万１８円、６９．９パーセントの増となっております。 

 ２項国庫補助金につきましては、収入済額５億３千８４１万５千円で、前年度と比較いた

しますと、３億８千５６０万１千４２９円、４１．７パーセントの減となっております。 

 １０ページ、１１ページをごらん願います。 

 ３項の委託金につきましては、収入済額２千５４５万５千６３４円で、前年度と比較いた

しますと、２９４万８千２３９円、１３．１パーセントの増となっております。 

 次に、１５款、県支出金でございますが、予算現額１１億２千２４８万３千円に対しまし

て、調定額１１億４７７万３千４７７円、収入済額１１億３１１万４千４７７円となりまし

た。収入未済額１６５万９千円となりました。収入済額を前年度と比較いたしますと、１億

１２万４千１５０円、１０．０パーセントの増となっております。これにつきましては、子

ども手当負担金の創設によるものが、主な理由となっております。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項の県負担金につきましては、収入済額６億５千１１４万９千５５１円で、前年度と比

較いたしますと、５千８７万４千７７２円、８．５パーセントの増となっております。 

 ２項県補助金につきましては、収入済額２億７千４０８万８千４５９円で、前年度と比較

いたしますと、４千５０４万４千６４円、１９．７パーセントの増となっております。 

 ３項委託金につきましては、収入済額１億７千７８７万６千４６７円で、前年度と比較い
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たしますと、４２０万５千３１４円、２．４パーセントの増となっております。 

 次に、１６款財産収入でございますが、予算現額１千２７６万８千円に対しまして、調定

額、収入済額ともに１千２８７万６千８５４円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、

６５１万６千９９８円、３３．６パーセントの減となっております。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項の財産運用収入につきましては、収入済額９６０万９千２７２円で、前年度と比較い

たしますと、２８４万７千７１７円、２２．９パーセントの減となっております。 

 ２項財産売払収入につきましては、収入済額３２６万７千５８２円で、前年度と比較いた

しますと、３６６万９千２８１円、５２．９パーセントの減となっております。 

 続きまして、１７款寄附金でございますが、予算現額６２３万４千円に対しまして、調定

額、収入済額ともに８１６万３千８４７円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、６６

７万５千１９２円、４４８．４パーセントの増となっております。 

 次に、１８款繰入金でございますが、予算現額３億４千６２５万６千円に対しまして、調

定額、収入済額ともに、３億４千２０８万９千１０４円で、収入済額を前年度と比較いたし

ますと、４億７千５５２万３千５９６円、５８．２パーセントの減となっております。これ

につきましては、地方交付税の増額及び臨時財政対策債の活用により、財政調整基金繰入金

が減となったこと、これらが主な理由でございます。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項基金繰入金につきましては、収入済額３億２千８９３万１千８７５円で、前年度と比

較いたしますと、４億４千８３５万１千９１５円、５７．７パーセントの減となっておりま

す。 

 ２項特別会計繰入金につきましては、収入済額１千３１５万７千２２９円で、前年度と比

較いたしますと、２千７１７万１千６８１円、６７．４パーセントの減となっております。 

 次に、１９款繰越金でございますが、４億６千３１３万８千円に対しまして、調定額、収

入済額ともに、４億６千３１３万８千１７９円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、

１０億９千５７万９千７０８円、７０．２パーセントの減となっております。これにつきま

しては、定額給付金給付事業に伴うものが主な理由でございます。 

 次に、２０款諸収入でございますが、予算現額２億６千１５９万２千円に対しまして、調

定額３億２千１６０万３千３６４円、収入済額３億２千１２３万８千５８５円、収入未済額

３６万４千７７９円となりました。収入済額を前年度と比較いたしますと、７千１４６万１

千６０円、２８．６パーセントの増となっております。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項の延滞金加算金及び過料につきましては、収入済額２千２２１万２千６７４円で、前

年度と比較いたしますと、５５万３千６０円、２．６パーセントの増となっております。 

 ２項貸付金元利収入につきましては、収入済額６千万円で前年度と同額でございます。 

 ３項受託事業収入につきましては、収入済額４千１２２万１千６９４円で、前年度と比較
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いたしますと、３千８２５万９千３７３円の増となっております。 

 ４項市預金利子につきましては、収入済額８万９千５８９円で、これは歳計現金定期利子

によるものでございます。 

 ５項雑入につきましては、収入済額１億９千７７１万４千６２８円で、前年度と比較いた

しますと、３千２６５万９千８８６円、１９．８パーセントの増となっております。 

 次に、２１款市債でございますが、予算現額２０億６千７２０万円に対しまして、調定額、

収入済額ともに１７億４千５０万円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、５億７千２

３０万円、４９．０パーセントの増となっております。これにつきましては、臨時財政対策

債の増が主な理由でございます。 

 以上、歳入決算につきましては、予算現額１９４億５千７７８万９千円に対しまして、調

定額２１６億２千２９万６千４７５円、収入済額１９３億４千５９２万８千２５５円、不納

欠損額１億５千９２９万４千２１円、収入未済額２１億１千５０７万４千１９９円となりま

した。 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 議案説明中ではありますが、昼食のため、休憩いたします。 

 １時２０分より再開いたします。 

 議員の皆様に申し上げます。 

 集合写真撮影を行いますので、１時１０分に市役所玄関前にお集まりください。 

 休憩いたします。 

                            （休憩 午後１２時０７分） 

                             （再開 午後 １時２０分） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 それでは、再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○総務部長（浅羽芳明君） 

 それでは、午前中に引き続きまして、一般会計の決算でございますけれども、歳出決算に

ついてご説明をいたします。 

 決算書の１２ページ、１３ページをごらん願います。 

 １款議会費でございますが、予算現額１億８千９７１万９千円に対しまして、支出済額１

億８千６８３万１千２８６円、不用額２８８万７千７１４円で、支出済額を前年度と比較い

たしますと、１千５０９万９千９１１円、７．５パーセントの減となっております。 

 続きまして、２款総務費でございますが、予算現額２１億１千６５８万３千円に対しまし

て、支出済額２０億６千６０万２千６５１円、翌年度繰越額８１４万３千円、不用額４千７

８３万７千３４９円となりました。支出済額を前年度と比較いたしますと、１２億６千２４

３万７千２５８円、３８．０パーセントの減となっております。これにつきましては、繰越

事業であります定額給付金事業が終了したことが主な理由でございます。 
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 項ごとにご説明いたします。 

 １項の総務管理費につきましては、支出済額１４億６千５９９万４千４３２円で、前年度

と比較いたしますと、１３億２千７５９万２千１３円、４７．５パーセントの減となってお

ります。 

 ２項徴税費につきましては、支出済額３億５千４５９万２千８１５円で、前年度と比較い

たしますと、３千５９１万４千８３１円、１１．３パーセントの増となっております。 

 ３項戸籍住民基本台帳費につきましては、支出済額１億２千５３０万２千６５９円で、前

年度と比較いたしますと、４８２万１千３６１円、４．０パーセントの増となっております。 

 ４項選挙費につきましては、支出済額４千７５３万２千２７０円で、前年度と比較いたし

ますと、４７４万９千８００円、１１．１パーセントの増となっております。 

 ５項統計調査費につきましては、支出済額４千１２３万３千６８２円で、前年度と比較い

たしますと、２千３２万５千７６円、９７．２パーセントの増となっております。 

 ６項監査委員費につきましては、支出済額２千５９４万６千７９３円で、前年度と比較い

たしますと、６５万６千３１３円、２．５パーセントの減となっております。 

 続きまして、３款民生費でございますが、予算現額６７億９千９６５万２千円に対しまし

て、支出済額６６億９千５５１万６千４９２円、翌年度繰越額５１７万２千円、不用額９千

８９６万３千５０８円となりました。支出済額を前年度と比較いたしますと、１１億８千７

０８万６千５５８円、２１．６パーセントの増となっております。これにつきましては、子

ども手当の支給及び生活保護費の増が主な理由でございます。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項社会福祉費につきましては、支出済額２６億９千５９７万９千４６２円で、前年度と

比較いたしますと、１億３千６６８万５千２０３円、５．３パーセントの増となっておりま

す。 

 ２項児童福祉費につきましては、支出済額２７億２千２３２万２千９９４円で、前年度と

比較いたしますと、７億７千７０５万２千１１６円、３９．９パーセントの増となっており

ます。 

 ３項生活保護費につきましては、支出済額１２億７千７２１万４千３６円で、前年度と比

較いたしますと、２億７千３３４万９千２３９円、２７．２パーセントの増となっておりま

す。 

 次に、４款衛生費でございますが、予算現額２０億４千２０８万５千円に対しまして、支

出済額１９億３千１９４万９５４円、不用額１億１千１４万４千４６円で、支出済額を前年

度と比較いたしますと、８７万９千２１３円の減となっております。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項保健衛生費につきましては、支出済額８億１千９２２万２千６８４円で、前年度と比

較いたしますと、１千３３１万８千７３２円、１．７パーセントの増となっております。 

 ２項清掃費につきましては、支出済額１１億１千２７１万８千２７０円で、前年度と比較
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いたしますと、１千４１９万７千９４５円、１．３パーセントの減となっております。 

 次に、５款農林水産業費でございますが、予算現額２億６千４０万５千円に対しまして、

支出済額２億５千２６８万５千４７６円、不用額７７１万９千５２４円で、支出済額を前年

度と比較いたしますと、２５０万５千８８４円、１．０パーセントの増となっております。 

 続きまして、６款商工費でございますが、予算現額１億６千６３５万６千円に対しまして、

支出済額１億６千５４０万７千８１７円、不用額９４万８千１８３円で、支出済額を前年度

と比較いたしますと、３６８万８５２円、２．３パーセントの増となっております。 

 次に、７款土木費でございます。予算現額１４億１千７４６万３千円に対しまして、支出

済額１１億８千５８６万３千８３１円、翌年度繰越額１億８千６１９万７千円、不用額４千

５４０万２千１６９円となりました。支出済額を前年度と比較いたしますと、３億３５０万

４千７７３円、２０．４パーセントの減となっております。これにつきましては、繰越事業

であります流末排水施設整備事業の減が主な理由でございます。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項土木管理費につきましては、支出済額１億２千１７１万９千３９２円で、前年度と比

較いたしますと、１千６９９万２千５０５円、１２．３パーセントの減となっております。 

 ２項道路橋りょう費につきましては、支出済額３億７千４１２万７千６６２円で、前年度

と比較いたしますと、１億１千５３５万６千５３５円、２３．６パーセントの減となってお

ります。 

 ３項河川費につきましては、支出済額２千９１１万２千５２３円で、前年度と比較いたし

ますと、１億２千４８９万３千６９２円、８１．１パーセントの減となっております。 

 ４項都市計画費でございますが、支出済額６億４５７万８千４９５円で、前年度と比較い

たしますと、３千３１３万２千３３５円、５．２パーセントの減となっております。 

 ５項住宅費につきましては、支出済額５千６３２万５千７５９円で、前年度と比較いたし

ますと、１千３１２万９千７０６円、１８．９パーセントの減となっております。 

 続きまして、８款消防費でございますが、予算現額１２億４千４９０万４千円に対しまし

て、支出済額１２億２千４３８万１千９１２円、翌年度繰越額１千３１万４千円、不用額１

千２０万８千８８円となりました。支出済額を前年度と比較いたしますと、２千４４９万６

千２３８円、２．０パーセントの減となっております。 

 続きまして、９款教育費でございますが、予算現額２６億９千４０６万９千円に対しまし

て、支出済額２４億１千８９２万１千１９７円、翌年度繰越額６０７万６千円、不用額２億

６千９０７万１千８０３円となりました。支出済額を前年度と比較いたしますと、４億３千

４３７万７千４３１円、２１．９パーセントの増となっております。これにつきましては、

繰越事業であります笹引小学校及び八街東小学校校舎改築事業、実住小学校屋内運動場耐震

補強事業、八街中学校耐震補強事業、八街中学校武道場建設事業による増が主な理由でござ

います。 

 項ごとにご説明いたします。 



 

－１９－ 

＋

 １項教育総務費につきましては、支出済額２億５千２８２万２千１７６円で、前年度と比

較いたしますと、４千３１３万５千４１８円、２０．６パーセントの増となっております。 

 ２項小学校費につきましては、支出済額６億３千６５５万７千１１２円で、前年度と比較

いたしますと、２億２千３２９万８５５円、５４．０パーセントの増となっております。 

 ３項中学校費でございますが、支出済額４億７４９万６千９５７円で、前年度と比較いた

しますと、１億７千４９２万１千３５８円、７５．２パーセントの増となっております。 

 ４項幼稚園費につきましては、支出済額１億９千６７３万８千７２２円で、前年度と比較

いたしますと、１千５１４万５千２３９円、７．１パーセントの減となっております。 

 ５項社会教育費につきましては、支出済額３億８千５７０万４千２９６円で、前年度と比

較いたしますと、５千９８３万９千１９０円、１８．４パーセントの増となっております。 

 ６項保健体育費につきましては、支出済額５億３千９６０万１千９３４円で、前年度と比

較いたしますと、５千１６６万４千１５１円、８．７パーセントの減となっております。 

 続きまして、１０款災害復旧費でございますが、予算現額１３４万５千円に対しまして、

支出済額１３１万２千５００円、不用額３万２千５００円となっております。 

 項ごとにご説明いたします。 

 １項の公共土木施設災害復旧費につきましては、支出済額はゼロ、不用額１千円でござい

ました。 

 ２項文教施設災害復旧費につきましては、支出済額１３１万２千５００円で、前年度と比

較いたしますと、１３１万２千５００円、皆増ということになっております。 

 続きまして、１４ページ、１５ページをごらん願います。 

 １１款、公債費でございますが、予算現額２５億６２３万９千円に対しまして、支出済額

２５億５２４万８千６２３円、不用額９９万３７７円で、支出済額を前年度と比較いたしま

すと、７千２６６万６千３４９円、３．０パーセントの増となっております。 

 次に、１２款諸支出金でございますが、予算現額２０８万３千円に対しまして、支出済額

２０３万１千６１９円、不用額５万１千３８１円で、支出済額を前年度と比較いたしますと、

４２万６千６９９円、１７．４パーセントの減となっております。 

 次に、１３款予備費でございますけれども、予備費の当初予算額２千８３４万７千円でご

ざいまして、このうち１千１４６万１千円を充当した結果、予算現額１千６８８万６千円と

なりまして、同額が不用額ということになっております。 

 以上、歳出決算につきましては、予算現額１９４億５千７７８万９千円に対しまして、支

出済額１８６億３千７４万４千３５８円、翌年度繰越額２億１千５９０万２千円、不用額６

億１千１１４万２千６４２円となりました。 

 このほか、実質収支に関する調書につきましては２４０ページ、財産に関する調書につき

ましては３８３ページから３９３ページ、定額基金の運用に関する調書につきましては３９

５ページから３９８ページに掲載してございますので、後ほどごらんをいただきたいと存じ

ます。 
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 以上をもちまして、平成２２年度一般会計歳入歳出決算につきましてのご説明を終わらせ

ていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○市民部長（加藤多久美君） 

 それでは、議案第８号、平成２２年度八街市国民健康特別会計歳入歳出決算についてご説

明申し上げます。 

 決算書の２４７ページをごらん願います。 

 初めに、歳入でございますが、予算現額８４億３千６５７万２千円に対しまして、決算額

は８２億５千５２０万８千８８１円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、６

億２千９６９万９千２９５円、率にして８．２６パーセントの増となっております。 

 次に、歳出でございますが、予算現額８４億３千６５７万２千円に対しまして、決算額は

８２億３千９３８万８９６円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと４億６千１

１０万５千１２７円、率にいたしまして５．９３パーセントの増となっております。 

 この結果、歳入歳出差引残高は、１千５８２万７千９８５円となり、このうち４７４万円

を八街市国民健康保険特別会計財政調整基金条例第２条の規定に基づき、基金に積み立てる

ことにより、翌年度への繰越額は１千１０８万７千９８５円となります。 

 続きまして、２４８、２４９ページをごらん願います。 

 初めに、歳入の１款国民健康保険税につきましては、予算現額２３億７千４９６万９千円

に対しまして、調定額５５億７千７８７万１２８円、収入済額２３億９千６６０万９千８３

９円、不納欠損額２億２千８１２万４千４１１円、そして収入未済額２９億５千３１３万５

千８７８円となっております。 

 なお、調定額に対します収入率でございますが、現年課税分が７７．７１パーセント、滞

納繰越分が１３．２６パーセント、保険税合計では４２．９７パーセントでございます。 

 次に、２款国庫支出金につきましては、予算現額２６億１千９３７万９千円、調定額、収

入済額ともに、２４億９千９０８万８千６２９円でございます。 

 内訳でございますが、まず、負担金につきましては、療養給付費と高額医療費共同事業拠

出金より特定健康診査に関わる国の負担金でございます。 

 次に、補助金につきましては、国保財政の調整交付金等でございます。 

 次に、３款療養給付費交付金につきましては、予算現額が３億５千６６１万１千円、調定

額、収入済額ともに、３億５千６６１万１千２８５円でございます。これにつきましては、

退職者医療制度に基づく退職被保険者と、その扶養者の医療費に対します社会保険診療報酬

支払基金からの交付金でございます。 

 次に、４款前期高齢者交付金につきましては、予算現額９億８千４６９万４千円、調定額、

収入済額ともに、９億８千４６９万４千５９５円でございます。これにつきましては、６５

歳から７４歳までの前期高齢者について、医療費に係る財政調整制度により、社会保険診療

報酬支払基金が各保険者から加入者数に応じ、納付金として徴収し、これを各保険者に分配

するものでございます。 



 

－２１－ 
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 次に、５款県支出金につきましては、予算現額５億２千１８９万３千円、調定額、収入済

額ともに４億５千６９２万６千２１円でございます。 

 内訳でございますが、まず、負担金につきましては、高額医療費共同事業及び特定健康診

査に関わる県の負担金でございます。 

 次に、補助金につきましては、国保財政の調整交付金でございます。 

 次に、６款共同事業交付金につきましては、予算現額１０億５千６９４万円、調定額、収

入済額ともに、１０億２千３４３万７千３２７円であり、これについては、高額医療費共同

事業及び保険財政共同安定化事業の交付金でございます。 

 次に、７款繰入金につきましては、予算現額４億９千８９５万３千円、調定額、収入済額

ともに４億９千８９５万２千９８５円であり、財政調整基金及び一般会計からの繰入金でご

ざいます。 

 次に、８款繰越金につきましては、平成２１年度が歳入不足となったことからございませ

んでした。 

 次に、９款諸収入につきましては、予算現額２千３１３万２千円、調定額、収入済額とも

に３千８８８万８千２００円で、これについては保険税の延滞金及び第三者行為による医療

費納付金が主なものでございます。 

 以上、歳入合計につきましては、予算現額８４億３千６５７万２千円に対しまして、調定

額１１４億３千６４６万９千１７０円、収入済額８２億５千５２０万８千８８１円、不納欠

損額２億２千８１２万４千４１１円、収入未済額２９億５千３１３万５千８７８円となって

おります。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 ２５０ページ、２５１ページをごらん願います。 

 まず、１款総務費でございますが、予算現額５千７０４万６千円に対しまして、支出済額

は５千４０５万９千２６６円でございます。 

 内訳でございますが、１項総務管理費３千４９２万５千１１６円は、一般管理費のほか国

保団体連合会の負担金でございます。 

 ２項徴税費１千８５０万９千２０８円は、保険税の賦課徴収に関する諸経費、３項運営協

議会費１０万７千４００円は、国民健康保険運営協議会に関する経費、４項趣旨普及費５１

万７千５４２円は、パンフレット等購入経費でございます。 

 次に、２款保険給付費は、予算現額５４億６千３万９千円に対しまして、支出済額は５３

億９千６６２万３千７６２円でございます。 

 内訳でございますが、１項療養諸費４７億６千３９１万２千８１７円は、３３万６千５３

７件分の療養給付費と７千４８４件分の療養費、そして診療報酬明細書の審査支払手数料等

でございます。 

 次に、２項高額療養費５億５千９２４万２千７００円は、８千５８件分の高額療養費と２

件分の高額介護合算療養費でございます。 
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 ３項移送費につきましては支出はございませんでした。 

 次に、４項の出産育児諸費６千５８６万８千２４５円は、１５７件分の出産育児一時金と

その支払手数料、５項の葬祭諸費７６０万円は、１５２件分の葬祭費でございます。 

 次に、３款後期高齢者支援金等は、若年層が加入する保険から後期高齢者医療保険への支

援金でございまして、１１億１千５６０万６千１２９円となっております。 

 次に、４款前期高齢者納付金等は、歳入の項目で説明いたしましたが、本市は交付となっ

ておりますが、納付金について調整額及び事務費分の負担がございまして、１９３万９千５

０５円を支出したものでございます。 

 次に、５款老人保健拠出金は、平成２０年度から後期高齢者医療制度が始まり、老人保健

事業は末処理分に関する支出となり、１千４５４万９千２１８円を支出いたしました。 

 次に、６款介護納付金は、予算現額５億２千１６５万５千円に対しまして、支出済額は５

億２千１６５万４千２９３円で、これは介護保険への拠出金でございます。 

 次に、７款共同事業拠出金は、予算現額１０億６千３２万４千円に対しまして、支出済額

は、９億３千７０３万３千９８７円で、これは、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定

化事業等の拠出金でございます。 

 次に、８款保健事業費は、予算現額２千５９２万１千円に対しまして、支出済額は２千１

５２万７千９１３円で、これは、特定健康診査に要する経費及び医療費通知事業費でござい

ます。 

 次に、９款公債費は、予算現額１７５万円に対しまして、支出済額は１６万８千８４０円

で、一般会計財政調整基金を繰替運用した際に発生した利子の支払いでございます。 

 次に、１０款諸支出金は、予算現額２千３５９万５千円に対しまして、支出済額は２千３

４５万１千８００円で、これについては、過誤納による保険税の過誤納還付金及び国庫支出

金等の超過分の返還金でございます。 

 次に、１１款予備費につきましては、当初予算額が５００万円で、老人保健医療費拠出金

不足分として２４２万円をはじめ、合計３６２万３千円を充当し、この結果として、予算現

額は１３７万７千円となり、同額が不用額となっておるものでございます。 

 次に、１２款繰上充用金は、平成２１年度の国保の決算において、歳入歳出差引で１億５

千２７６万６千１８３円の不足となりましたので、地方自治法施行令第１６６条の２の規定

に基づきまして、平成２２年度予算の歳入を平成２１年度の収支不足に繰り上げて充用した

ものでございます。 

 以上、歳出の合計は、予算現額８４億３千６５７万２千円に対しまして、支出済額８２億

３千９３８万８９６円、不用額１億９千７１９万１千１０４円となったものでございます。 

 以上で、平成２２年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、平成２２年度老人保健決算関係でございます。 

 議案第９号、平成２２年度八街市老人保健特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げ



 

－２３－ 

＋

ます。 

 同じく、決算書の２７９ページをごらん願います。 

 本特別会計については、歳入歳出ともに、予算現額１千８３１万７千円に対しまして、決

算額は歳入歳出ともに１千７３１万３千９９０円でございます。 

 決算額を前年度と比較いたしますと、歳入については、５２．２７パーセントの減となっ

ており、歳出につきましては、５０．６５パーセントの減となっております。 

 それでは、２８０、２８１ページをごらん願います。 

 初めに、歳入１款支払基金交付金については、予算現額２３万３千円に対しまして、調定

額、収入済額ともに１千４１６円でございます。これについては、老人医療費と診療報酬明

細書、審査支払手数料に係ります社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。 

 次に、２款国庫支出金ですが、予算現額が１５万４千円に対して、収入はございませんで

した。 

 次に、３款県支出金は、予算現額３万８千円に対しまして、収入はございませんでした。 

 次に、４款繰入金は、予算現額、調定額、収入済額ともに１千１９６万６千円で、これは

老人医療費に係ります市の負担分でございます。 

 次に、５款繰越金については、前年度からの繰越金で予算現額が１１９万６千円に対し、

調定額、収入済額ともに１１９万６千８８９円となっております。 

 次に、６款諸収入ですが、予算現額が４７３万円に対し、調定額、収入済額等に４１４万

９千６８５円でございます。これにつきましては、２項雑入の第三者行為に係ります医療費

の納付金等が主なものでございます。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 ２８２、２８３ページをごらん願います。 

 まず、１款医療諸費につきましては、予算現額１７１万５千円に対しまして、支出済額は

１７１万２千５５２円でございます。これにつきましては、医療給付費及び医療費の支給費

と診療報酬明細書の審査及び支払事務の手数料でございます。 

 次に、２款諸支出金につきましては、予算現額１千５６０万４千円に対しまして、支出済

額は１千５６０万１千４１８円でございます。 

 内訳でございますが、１項償還金が平成２１年度の老人医療費の精算による返還金でござ

います。 

 ２項繰出金については、一般会計繰出金の過年度の精算分等でございます。 

 ３款予備費につきましては、当初予算計上額が１００万円で、２千円を充当し、予算現額

が９９８万円となり、同額が不用額となっております。 

 以上をもちまして、平成２２年度老人保健特別会計歳入歳出決算の説明を終了させていた

だきます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 続きまして、議案第１０号、平成２２年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明申し上げます。 



 

－２４－ 

＋ 

＋

＋

＋

 同じく決算書の２９５ページをごらん願います。 

 本特別会計については、歳入歳出ともに予算現額３億４千４４万８千円に対しまして、歳

入決算額が３億３千５７５万７千８８０円でございます。この決算額を前年度と比較いたし

ますと、１千１２３万４千７９８円、率にいたしまして、３．４６パーセントの増となって

おります。 

 次に、歳出決算額でございますが、３億３千８０万５千１４８円で、決算額を前年度と比

較いたしますと１千１４１万５千４８３円、率にいたしまして、３．７５パーセントの増と

なっております。 

 また、歳入歳出差引残額４９５万２千７３３円につきましては、全額を翌年度へ繰り越す

ものでございます。 

 続きまして、２９６、２９７ページをごらん願います。 

 初めに、歳入の１款後期高齢者医療保険料でございますが、予算現額２億５千３６９万３

千円に対しまして、調定額２億５千８１１万６千８４０円、収入済額は２億４千９２４万６

千１４０円であり、収入率は９６．５６パーセントとなっております。 

 次に、２款繰入金は、予算現額８千３万７千円に対しまして、調定額、収入済額ともに８

千３万６千３６４円でございます。 

 次に、３款繰越金は、前年度からの繰越金で、予算現額５１３万４千円に対し、調定額、

収入済額ともに５１３万３千４１８円でございます。 

 次に、４款諸収入は、予算現額１５８万４千円に対し、調定額、収入済額ともに１３４万

１千９５９円でございます。これについては、広域連合からの賦課徴収に対します補助金及

び過年度分還付金の納付金等が主なものでございます。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 ２９８、２９９ページをごらん願います。 

 まず、１款総務費につきましては、予算現額３９７万１千円に対しまして、支出済額は２

８９万７千７８６円でございます。これについては、一般管理費及び保険料徴収に関わる経

費でございます。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、予算現額３億３千３４万３千

円に対しまして、支出済額３億２千４０５万２千２４４円でございます。これにつきまして

は、広域連合への保険料の納付金でございます。 

 次に、３款諸支出金につきましては、予算現額５１３万４千円に対しまして、支出済額は

３８５万５千１１８円でございます。これについては、過年度分保険料の還付金でございま

す。 

 ４款予備費については、充当はございませんでした。 

 以上をもちまして、平成２２年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明を終了いた

します。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 続きまして、議案第１１号、平成２２年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算について



 

－２５－ 

＋

ご説明申し上げます。 

 決算書の３１３ページをごらん願います。 

 初めに歳入でございますが、予算現額３１億３千９３９万１千円に対しまして、決算額３

１億１千８３８万５千６２５円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、２億１

千５１０万８千５１６円、率にいたしまして、７．４１パーセントの増となっております。 

 次に、歳出でございますが、予算現額３１億３千９３９万１千円に対しまして、決算額３

０億８千３９９万９９４円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、２億６千２

８０万８千３５４円、率にいたしまして、９．３２パーセントの増となっております。この

結果、歳入歳出差引残高は、３千４３９万４千６３１円となり、全額を翌年度へ繰り越すも

のでございます。 

 続きまして、３１４、３１５ページをごらん願います。 

 初めに、歳入１款保険料につきましては、予算現額５億８千６３２万２千円に対しまして、

調定額６億８千８０９万６千３００円、収入済額６億６５５万５千９００円、不納欠損額が

２千１５１万４千７００円、収入未済額６千２万５千７００円となっております。 

 なお、調定額に対します収入率は８８．１５パーセントでございます。 

 次に、２款分担金及び負担金につきましては、予算現額１２５万２千円で、調定額が７８

万２千４００円、収入済額７５万６千３００円、収入未済額２万６千１００円となっており、

これについては、高齢者配食サービス事業に係ります利用者の方の自己負担金でございます。 

 次に、３款国庫支出金につきましては、予算現額６億１千４７２万４千円で、調定額、収

入済額ともに、５億９千７６７万７千９２０円でございます。国庫支出金でございますが、

負担金につきましては、介護給付費に係る国の負担金でございます。 

 次に、補助金につきましては、介護保険財政の調整交付金及び地域支援事業交付金がその

主なものでございます。 

 次に、４款支払基金交付金につきましては、予算現額９億３８８万円で、調定額、収入済

額ともに、８億８千９８０万６千円でございます。これにつきましては、第２号被保険者の

保険料に対します社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。 

 次に、５款県支出金につきましては、予算現額４億５千２１３万３千円で、調定額、収入

済額ともに、４億５千３５０万１千４６０円であり、これについては、介護給付費に係りま

す県の負担金及び地域支援事業に係る交付金でございます。 

 次に、６款財産収入につきましては、予算現額２万９千円、調定額、収入済額ともに３万

７千８１３円でありまして、介護給付費準備基金等の定期預金運用に係る利子が主なもので

ございます。 

 次に、７款繰入金につきましては、予算現額４億９千８９５万１千円で、調定額、収入済

額ともに、４億８千７６１万６千２００円でございます。一般会計繰入金の内容といたしま

しては、介護給付費に係る市の負担金、地域支援事業に係る繰入金及び事務費に対します繰

入金でございます。 



 

－２６－ 

＋ 

＋

＋

＋

 次に、８款諸収入につきましては、予算現額５千円、調定額、収入済額ともに３３万９千

５６３円で、これについては、公用車買い替えに伴うエコカー導入補助金がその主なもので

ございます。 

 次に、９款繰越金については、予算現額８千２０９万５千円、調定額、収入済額ともに８

千２０９万４千４６９円で、前年度からの繰越金でございます。 

 以上、歳入合計につきましては、予算現額３１億３千９３９万１千円に対しまして、調定

額３１億９千９９５万２千１２５円、収入済額３１億１千８３８万５千６２５円、不納欠損

額２千１５１万４千７００円、そして収入未済額が６千５万１千８００円となっております。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 ３１６、３１７ページをごらんいただきたいと思います。 

 まず、１款総務費につきましては、予算現額３千２６９万９千円、支出済額２千９５９万

８千５７０円でございます。総務費の主な支出といたしましては、１項総務管理費におきま

しては、介護保険に係りますパンフレットの購入費、２項徴収費におきましては、納付書の

印刷製本費・郵送料、３項介護認定審査会費においては、介護認定審査会委員に対します報

酬及び主治医意見書作成に係る手数料でございます。 

 次に、２款保険給付費につきましては、予算現額３０億３３７万８千円に対しまして、支

出済額は２９億６千７８８万６千１９３円でございます。 

 まず、１項介護サービス等諸費の支出済額２６億４千１１９万５千１８４円は、３万９千

２００件分の介護給付費でございます。 

 ２項介護予防サービス等諸費の支出済額１億２千３３２万５千６８１円は、６千５５１件

分の介護予防給付費でございます。 

 ３項高額介護サービス等費の支出済額５千７０５万３千２０４円は、５千５０４件分の高

額介護サービス費及び高額介護予防サービス費でございます。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費の支出済額９０５万９千６０４円は、各医療保険にお

けます世帯内で医療及び介護保険制度の自己負担額が著しく高額になった場合に、一定の上

限額を超える部分を給付したものであります。 

 それから、５項その他諸費の支出済額３３３万８千１００円は、４万４千５０８件分の介

護給付費請求書等の審査支払手数料でございます。 

 ６項特定入所者介護サービス等費の支出済額１億３千３９１万４千４２０円は、４千１０

件分の介護保険施設に入所する低所得者等の食費及び居住費に対しまして、市が認定した負

担限度額を超えた分を支給した経費でございます。 

 次に、３款地域支援事業費につきましては、予算現額４千２３２万円３千円に対しまして、

支出済額は３千８０３万２千８００円でございます。 

 １項介護予防事業費の支出済額８４９万５２４円については、生活機能評価実施に係る業

務委託料、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等の特定及び一般高齢者を対象と

する介護予防に係る支出が主なものでございます。 



 

－２７－ 

＋

 ２項包括的支援事業費・任意事業費の支出済額２千９５４万２千２７６円は、地域包括支

援センター派遣職員に係ります負担金、高齢者配食サービス事業、家族介護支援事業として

のおむつ代助成等が主な支出でございます。 

 次に、４款基金積立金につきましては、予算現額２万９千円に対しまして、支出済額は２

万７千８１３円でございます。この支出は介護給付費の準備基金への積立金でございます。 

 次に、５款諸支出金につきましては、予算現額５千９９６万２千に対しまして、支出済額

は４千８４４万５千６１８円でございます。主な支出については、保険料過誤納還付金及び

介護給付費負担金等の平成２１年度精算に伴う返還金でございます。 

 次に、６款予備費については、充当はございませんでした。 

 以上、歳出の合計は、予算現額３１億３千９３９万１千円に対しまして、支出済額は３０

億８千３９９万９９４円、不用額５千５４０万６円となっております。 

 以上で、平成２２年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして説明を終わらせ

ていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

○教育次長（長谷川淳一君） 

 それでは、議案第１２号、平成２２年度八街市学校給食センター事業特別会計決算につい

てご説明をいたします。 

 決算書の３４３ページをごらん願います。 

 初めに、歳入でございますが、予算現額７億２千７３８万４千円に対しまして、決算額７

億１千１１８万５千３３０円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、４千６５

５万７千４４円、６．１パーセントの減でございます。 

 次に、歳出でございますが、予算現額７億２千７３８万４千円に対しまして、決算額７億

１千７４万４３３円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、１千２７９万２千

３２５円、１．８パーセントの減でございます。 

 歳入歳出差引の結果、残額４４万４千８９７円となり、全額を翌年度へ繰り越すものでご

ざいます。 

 続きまして、歳入歳出決算の概要につきましてご説明いたします。 

 ３４４、３４５ページをごらん願います。 

 歳入、１款使用料及び手数料につきましては、予算現額１千円に対しまして、調定額、収

入済額ともに、１万７千１１６円でございます。これは、教育施設建物等の使用料でござい

ます。 

 次に、２款繰入金につきましては、予算現額３億１千９２９万円に対しまして、調定額、

収入済額ともに、３億１千９２９万円でございます。これは、一般会計からの繰入金で、前

年度と比較いたしますと、５千４３６万８千円、１４．６パーセントの減でございます。 

 次に、３款繰越金につきましては、予算現額３千４２０万９千円に対しまして、調定額、

収入済額ともに、３千４２０万９千６１６円でございます。これは、前年度からの繰越金で

前年度と比較いたしますと、１千８５７万９千８６６円、１１８．９パーセントの増でござ
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います。 

 次に、４款諸収入につきましては、予算現額３億７千３８８万４千円に対しまして、調定

額、４億２５６万３千３２８円、収入済額３億５千７６６万８千５９８円、不納欠損額９２

７万９千９９２円、収入未済額３千５６１万４千７３８円でございます。収入済額を前年度

と比較いたしますと、１千７６万７千４４０円、２．９パーセントの減でございます。 

 １項給食事業収入の収入済額につきましては、３億５千７２０万８千３１８円でございま

す。主なものは、児童・生徒からの給食費で、収入済額を前年度と比較いたしますと、１千

８５万３千３７５円、２．９パーセントの減でございます。 

 調定額に対する、給食事業収入の収納率につきましては、現年度分は９６．７パーセント、

過年度分は１２９パーセントでございます。 

 ２項雑入の収入済額につきましては、４６万２８０円でございます。主なものは、臨時職

員保険料及び廃品売払収入で、収入済額を前年度と比較いたしますと、８万５千９３５円、

２３．０パーセントの増でございます。 

 以上、歳入合計につきましては、予算現額７億２千７３８万４千円、調定額７億５千６０

８万６０円、収入済額７億１千１１８万５千３３０円、不納欠損額９２７万９千９９２円、

収入未済額３千５６１万４千７３８円でございます。 

 詳細につきましては、３４８ページ、３４９ページに記載のとおりでございます。 

 続きまして、歳出をご説明いたします。３４６、３４７ページをごらん願います。 

 歳出１款総務費につきましては、予算現額１億８千８４１万１千円に対しまして、支出済

額１億７千８５８万８千６０９円、不用額９８２万２千３９１円で、執行率は９４．８パー

セントでございます。支出済額を前年度と比較いたしますと、７９２万３千１５２円、４．

６パーセントの増でございます。主なものは、職員及び臨時職員の人件費と第一調理場及び

第二調理場の施設維持に係る委託料でございます。 

 次に、２款事業費につきましては、予算現額５億９６０万円に対しまして、支出済額５億

３７８万１千５４９円、不用額５８１万８千４５１円で、執行率は９８．９パーセントでご

ざいます。支出済額を前年度と比較いたしますと、２千６６万３千３２１円、３．９パーセ

ントの減でございます。主なものは、給食用の賄材料費、給食供給業務に係る委託料でござ

います。 

 次に、３款公債費につきましては、予算現額２千８３７万３千円に対しまして、支出済額

２千８３７万２７５円、不用額２千７２５円で、執行率は１００パーセントでございます。

支出済額を前年度と比較いたしますと、５万２千１５６円、０．２パーセントの減でござい

ます。これは、給食センター建設等に伴う起債の償還元金及び利子でございます。 

 次に、４款予備費につきましては、予算現額１００万円、全額が不用額でございます。 

 以上、歳出合計につきましては、予算現額７億２千７３８万４千円に対しまして、支出済

額７億１千７４万４３３円、不用額１千６６４万３千５６７円でございます。 

 詳細につきましては、３５０ページから３５７ページに記載のとおりでございます。 
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 以上をもちまして、平成２２年度八街市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算の概

要につきましての説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○建設部長（糸久博之君） 

 それでは、議案第１３号、平成２２年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算につきま

してご説明いたします。 

 決算書の３６５ページをごらん願います。 

 初めに、歳入でございますが、予算現額１０億３２８万２千円に対しまして、決算額９億

９千２６５万９千５１９円でございます。決算額を前年度と比較しますと、３０．８パーセ

ント、２億３千３８４万７千７６２円の増でございます。 

 次に、歳出でございますが、予算現額１０億３２８万２千円に対しまして、決算額９億５

千７４１万５千７６７円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、３０．５パー

セント、２億２千３５６万７千４１２円の増でございます。 

 歳入歳出差引の結果、残額は３千５２４万３千７５２円となり、全額を翌年度へ繰り越す

ものでございます。 

 続きまして、歳入歳出決算の概要につきましてご説明いたします。 

 ３６６ページ、３６７ページをごらん願います。 

 歳入１款分担金及び負担金につきましては、予算現額９５０万円に対しまして、調定額１

千６８６万４７０円、収入済額１千４１万８千５７０円、不納欠損額１０６万４千４００円、

収入未済額は５３７万７千５００円でございます。収入済額を前年度と比較いたしますと、

９．０パーセント、８５万７千１５０円の増でございます。これにつきましては、受益者負

担金の一括納付の増加による調定額の増と現年分の収納率が向上したことによるものでござ

います。 

 また、受益者負担金の収納率につきましては、現年分９５．０パーセント、滞納繰越分４．

４パーセントでございます。 

 次に、２款使用料及び手数料につきましては、予算現額２億５千７万９千円に対しまして、

調定額２億５千９４３万２千７７０円、収入済額２億４千５４９万３千８５０円、不納欠損

額１４９万４０円、収入未済額は１千２４４万８千８８０円でございます。収入済額を前年

度と比較しますと、１５．５パーセント、３千２９０万３千６５６円の増でございます。 

 １項使用料の収入済額につきましては、２億４千５３３万３千８５０円でございます。こ

れにつきましては、下水道使用料及び行政財産使用料で、前年度と比較いたしますと、１５．

５パーセント、３千２９０万３千６５６円の増でございます。 

 なお、使用料の増につきましては、平成２２年４月の下水道使用料の改定によるものでご

ざいます。 

 また、下水道使用料の収納率につきましては、現年分９７．６パーセント、滞納繰越分３

０．２パーセントでございます。 
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 ２項手数料の収入済額につきましては、１６万円でございます。これにつきましては、指

定下水道工事店の登録手数料で、前年度と同額でございます。 

 次に、３款国庫支出金につきましては、予算現額２千１８０万円に対しまして、調定額２

千１８０万円、収入済額１千６８６万円、収入未済額は４９４万円でございます。収入済額

を前年度と比較しますと、５２．０パーセント、１千８２９万円の減でございます。これに

つきましては、汚水整備事業を前年度より減らしたことによるものでございます。 

 また、収入未済額４９４万円につきましては、雨水整備事業の工事が年度内に完了しなか

ったため、交付金を翌２３年度に繰り越したものでございます。 

 次に、４款繰入金につきましては、予算現額２億２千３７６万９千円に対しまして、調定

額、収入済額ともに同額でございます。収入済額を前年度と比較しますと、１２．５パーセ

ント、２千４８３万１千円の増でございます。これにつきましては、５款繰越金の減による

財源不足を補てんするため、繰入金が増えたものでございます。 

 次に、５款繰越金につきましては、予算現額２千４９６万３千円に対しまして、調定額、

収入済額ともに２千４９６万３千４０２円でございます。収入済額を前年度と比較しますと、

７４．４パーセント、７千２５４万６千５２８円の減でございます。 

 次に、６款諸収入につきましては、予算現額２８７万１千円に対しまして、調定額、収入

済額ともに３７５万４千６９７円でございます。収入済額を前年度と比較しますと、６１．

９パーセント、６１０万７千５１６円の減でございます。これにつきましては、大池調整池

の整備事業に係る一般会計負担金がなかったことによるものでございます。 

 １項延滞金加算金及び過料につきましては、収入がございませんでした。 

 ２項雑入の収入済額につきましては、３７５万４千６９７円でございます。消費税及び地

方消費税の還付金、大池調整池の維持管理負担金が主なものでございます。 

 次に、７款市債につきましては、予算現額４億７千３０万円に対しまして、調定額、収入

済額ともに４億６千７４０万円でございます。収入済額を前年度と比較しますと、１３９．

４パーセント、２億７千２２０万円の増でございます。これにつきましては、市債の補償金

免除繰上償還に係る借換債の新規発行によるものでございます。 

 歳入合計といたしましては、予算現額１０億３２８万２千円に対しまして、調定額１０億

１千７９８万３３９円、収入済額９億９千２６５万９千５１９円、不納欠損額２５５万４千

４４０円、収入未済額は２千２７６万６千３８０円でございます。 

 なお、詳細につきましては、３７０ページから３７３ページに記載のとおりでございます。 

 続きまして、歳出をご説明いたします。 

 ３６８ページ、３６９ページをごらん願います。 

 歳出１款下水道事業費につきましては、予算現額３億１千９１０万８千円に対しまして、

支出済額２億７千４３５万３千８４円、翌年度繰越額２千７７万５千円、不用額は２千３９

７万９千９１６円でございます。支出済額を前年度と比較いたしますと、１９．３パーセン

ト、６千５７１万１千８１０円の減でございます。これにつきましては、汚水整備事業の減
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少と雨水整備事業に係る明許繰越分がなかったことが主な理由でございます。 

 １項総務管理費の支出済額につきましては、１億４千２７２万９千７５１円でございます。

前年度と比較しますと、４．８パーセント、７２１万１千５２４円の減でございます。主な

ものといたしましては、下水道施設に係る維持管理費、下水道使用料徴収費、印旛沼流域下

水道維持管理負担金、関係職員の人件費及び消費税等でございます。 

 ２項下水道建設費の支出済額につきましては、１億３千１６２万３千３３３円でございま

す。前年度と比較いたしますと、３０．８パーセント、５千８５０万２８６円の減でござい

ます。主なものといたしましては、設計業務委託料、下水道整備工事費、大池排水区枝線整

備工事費、印旛沼流域下水道事業建設費負担金及び関係職員の人件費等でございます。 

 次に、２款公債費につきましては、予算現額６億８千３１７万４千円に対しまして、支出

済額６億８千３０６万２千６８３円、不用額は１１万１千３１７円でございます。支出済額

を前年度と比較しますと、７３．５パーセント、２億８千９２７万９千２２２円の増でござ

います。これにつきましては、補償金免除繰上償還の実施に伴うものでございます。 

 次に、３款予備費につきましては、予算現額１００万円全額が不用額でございます。 

 歳出合計といたしまして、予算現額１０億３２８万２千円に対しまして、支出済額９億５

千７４１万５千７６７円、翌年度繰越額２千７７万５千円、不用額２千５０９万１千２３３

円でございます。 

 詳細につきましては、３７４ページから３８１ページに記載のとおりでございます。 

 以上をもちまして、平成２２年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の概要につきま

して、説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 議案説明中でありますが、ここで、１０分間の休憩をいたします。 

                            （休憩 午後 ２時３０分） 

                             （再開 午後 ２時４０分） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 それでは、再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○水道課長（醍醐文一君） 

 それでは、議案第１４号、平成２２年度八街市水道事業会計決算についてご説明いたしま

す。 

 決算及び事業報告書の５ページをお開きください。 

 １．概況（１）総括事項のア、事業の状況の３行目でございますが、２２年度末、給水戸

数は、前年度末から７７戸、０．６パーセント増加し、１万３千８２６戸となりました。 

 また、年間有収水量は、前年度と比較し、２万２千４７３立方メートル、０．６パーセン

ト増加し、３５４万２千６１１立方メートルとなりました。 

 なお、印旛広域水道用水供給事業からの受水量は、前年度より１万５４７立方メートル、
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０．４パーセント減少し、２６５万１千６５７立方メートルとなりました。 

 資料の１９ページをお開きくださるようお願いします。 

 平成２２年度、八街市水道事業決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でございま

すが、第１款水道事業収益は、予算額合計１１億２千３０１万５千円に対し、決算額１１億

２千８２３万３千１１３円となっております。 

 内訳は、第１項営業収益８億５千８９６万３６０円で、主なものは水道料金でございます。 

 次に、第２項営業外収益２億６千９２７万２千７５３円で、給水申し込み負担金、県及び

一般会計からの補助金が主なものでございます。 

 次に、支出でございますが、第１款水道事業費用は、予算額合計１１億７３５万円に対し

まして、決算額１０億８千８６３万６千１９３円で、執行率は９８．３パーセントとなって

おります。 

 内訳は、第１項営業費用９億９千３２７万５千９０６円で、印旛広域水道からの受水費、

４億７千９４８万２９２円、減価償却費１億４千１１２万３千３０９円及び修繕費、委託料、

人件費が主なものであります。 

 次に、第２項営業外費用は、９千２８７万９千６９７円で、企業債利息及び消費税でござ

います。 

 次に、第３項予備費につきましては、当初予算額１００万円で、東日本大震災に伴い、４

９万円の充当を行いました。 

 次に、第４項特別損失２４８万５９０円は、平成２０年度分の水道料金を不納欠損処分し

たもので、これは世帯数で１５２世帯、件数で２９８件、収納率９９．７１パーセントとな

っております。 

 続きまして、２０ページをお開きいただけるようお願いします。 

 次に（２）資本的収入及び支出の収入でございますが、第１款資本的収入の予算額合計４

億９千７２万１千円に対しまして、決算額１億９千６１７万３千６８円となっております。 

 収入の内訳といたしましては、第１項企業債１億４千１８０万円、第２項出資金３千４３

５万８千円、第３項補助金１千８００万円、第４項負担金２０２万６８円、第５項寄附金は

ございませんでした。 

 次に、支出でございますが、第１款資本的支出は、予算額合計６億４千７４０万８千円に

対し、決算額３億８千３０万８千６８１円で、翌年度繰越額１億８千４３８万４千円となっ

ております。この繰り越しにつきましては、第２配水場２系電気設備更新事業に伴うポンプ

棟建築工事と場内連絡管改良工事及び舗装本復旧工事を繰り越ししたものでございます。 

 なお、舗装本復旧工事は、本年６月末で完了しております。 

 支出の内訳といたしまして、第１項建設改良費が２億２千４３２万４千５４５円で、主な

ものは、漏水が多発しておりました八街字氷川小路地先、ほか２件の上水道更新工事及び泉

台水管橋架け替え工事を実施いたしました。 

 また、平成２２年度より更新を予定しておりました第２配水場２系電気設備更新事業に着
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 次に、第２項企業債償還金につきましては、１億５千５９８万４千１３６円で、企業債元

金の償還でございます。 

 なお、資本的収入額が支出額に対して不足する額、１億８千４１３万５千６１３円につき

ましては、消費税及び地方消費税資本的収支調整額８５６万８千２８０円及び過年度分損益

勘定留保資金１億７千５５６万７千３３３円で補てんしております。 

 ２１ページをお開きください。 

 平成２２年度八街市水道事業損益計算書でございますが、１、営業収益の計が８億１千８

５２万１１円。２、営業費用の計が９億５千６６１万５千３２９円となり、１億３千８０９

万５千３１８円の営業損失が生じております。 

 次に、３、営業外収益の計は、２億６千７５５万８千９５円。４、営業外費用の計が、９

千６４２万７千２１円となり、営業外の収支では、１億７千１１３万１千７４円の利益が生

じ、営業損失の１億３千８０９万５千３１８円を差し引き、３千３０３万５千７５６円の経

常利益が生じました。 

 さらに、この経常利益３千３０３万５千７５６円から、特別損失２４８万５９０円を差し

引いた３千５５万５千１６６円が当年度純利益となり、前年度繰越欠損金２千２０４万９５

６円に補てんし、残額の８５１万４千２１０円が当年度未処分利益剰余金となりました。 

 なお、この末処分利益剰余金は、本年度（２３年度）に利益剰余金の処分として減債積立

金に積み立てる予定であります。 

 以下の資料につきましては、ご参照いただき、説明は省略させていただきます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第７号から議案第１４号の各会計決算に

つきましては、監査委員から監査報告を求める過程でありますが、お手元に監査委員から各

会計の決算審査意見書が提出されていますので、その意見書をもって報告にしたいと思いま

す。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 お諮りします。ただいま議題となっています諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につ

いて及び議案第１号、監査委員の選任については、人事案件ですので、質疑、委員会付託及

び討論を省略して、直ちに採決したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 
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 ご異議なしと認めます。 

 最初に、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてです。 

 これは、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものです。 

 お諮りします。この件については、直ちに意見を決定したいと思います。 

 人権擁護委員候補者を市長の推薦のとおり、適任と認めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 諮問第１号は、市長の推薦のとおり適任と認めることに決定しました。 

 次に、監査委員の選任についてです。 

 地方自治法第１１７条の規定により、新宅雅子議員の退席を求めます。 

（新宅雅子議員退席） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 議案第１号、監査委員の選任についてを採決します。 

 この議案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 議案第１号は、同意することに決定しました。 

 新宅雅子議員の入場を許します。 

（新宅雅子議員入場） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 日程第８、休会の件を議題とします。 

 明日、９月３０日から１０月２日は、議案調査及び休日のため休会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 ９月３０日から１０月２日は、休会することに決定しました。 

 本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日の会議はこれで終了します。 

 １０月３日は、午前１０時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。 

 議員の皆様に申し上げます。 

 １０月７日に議案に対する質疑を予定していますので、質疑のある方は１０月４日、午後

４時までに通告書を提出するようお願いします。 

 ご苦労さまでした。 
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                             （散会 午後 ２時５３分） 
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○本日の会議に付した事件 

 １．会議録署名議員の指名 

 ２．会期の決定 

 ３．議会運営委員会委員の選任 

 ４．佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員の選挙 

 ５．千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

 ６．印旛衛生施設管理組合議会議員の選挙 

 ７．議案の上程 

   諮問第１号、議案第１号から議案第１５号 

   提案理由の説明 

   諮問第１号、議案第１号 

   質疑、委員会付託省略、討論省略、採決 

 ８．休会の件 

……………………………………………………………………………………………………………… 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

議案第１号 監査委員の選任について 

議案第２号 八街市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

議案第３号 平成２３年度八街市一般会計補正予算について 

議案第４号 平成２３年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について 

議案第５号 平成２３年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

議案第６号 平成２３年度八街市介護保険特別会計補正予算について 

議案第７号 平成２２年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第８号 平成２２年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第９号 平成２２年度八街市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第10号 平成２２年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第11号 平成２２年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第12号 平成２２年度八街市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第13号 平成２２年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第14号 平成２２年度八街市水道事業会計決算の認定について 

議案第15号 消防自動車の購入について 

 


